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は
じ
め
に　

―
日
本
列
島
の
特
色
―

日
本
列
島
は
、
朝
鮮
半
島
の
南
端
か
ら
約
二
〇
〇
キ
ロ
離
れ
た
と

こ
ろ
に
位
置
す
る
。
間
に
は
対
馬
海
峡
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
中
間
地

点
の
や
や
半
島
よ
り
に
対
馬
列
島
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
宗
像
三
女

神
を
祀
る
宗
像
大
社
の
沖
津
宮
は
、
玄
界
灘
の
沖
ノ
島
に
鎮
座
し
、

宗
像
市
田
島
の
辺
津
宮
か
ら
約
六
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
。
沖
ノ
島
か

ら
対
馬
ま
で
も
約
六
〇
キ
ロ
で
あ
る
。
こ
の
沖
ノ
島
は
、
古
来
神
職

の
み
が
渡
島
を
許
さ
れ
る
神
聖
な
島
で
、
上
陸
時
に
は
禊
が
義
務
付

け
ら
れ
、
女
人
禁
制
で
、
島
内
の
一
木
一
草
一
石
を
も
持
ち
出
し
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
昭
和
二
十
九
年
か
ら
三
次
に
わ
た
り

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
四
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
後
半
に
至
る
宗
像

女
神
に
対
す
る
祭
祀
遺
蹟
が
発
見
さ
れ
た
。
発
掘
遺
物
は
八
万
点
に

及
び
、
す
べ
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

宗
像
三
女
神
に
つ
い
て
、
日
本
神
話
は
「
日
神
の
生
み
ま
せ
る
三

女
神
を
以
て
筑
紫
洲
に
降
り
ま
さ
し
め
、
因
り
て
教
へ
曰
く
、
汝
三

神
宜
し
く
道
の
中
に
降
居
し
て
、
天
孫
を
助
け
奉
り
、
天
孫
の
爲
に

所
祭
よ
と
。」
ま
た
「
三
女
神
を
以
て
、
葦
原
中
國
の
宇
佐
嶋
に
降

居
さ
し
む
。
今
、海
北
の
道
中
に
在
す
。
号
を
道
主
貴
と
白
す
。」（『
日

本
書
紀
』）
と
記
し
て
い
て
、
海
上
交
通
要
衝
の
神
と
し
て
信
仰
さ

れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
祭
祀
伝
統
の
起
源
を
伝
え
て
い
る
。
発
掘
遺

物
は
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
と
の
古
く
か
ら
の
交
流
の
歴
史
を
伝

え
る
と
と
も
に
、
辺
境
の
孤
島
で
天
皇
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
き
た
こ

「
神
道
・
皇
室
研
究
会
」
報
告

神
社
の
起
源
と
祭
り
の
伝
統

茂

木

貞

純

（
國
学
院
大
学
神
道
文
化
学
部
教
授
）
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と
を
示
し
て
い
る
。

半
島
と
隔
た
る
こ
と
二
〇
〇
キ
ロ
と
い
う
距
離
は
、
日
本
列
島
に

固
有
の
文
化
を
育
て
る
大
き
な
要
因
と
な
る
。
大
陸
と
の
交
流
を
可

能
に
す
る
と
と
も
に
、
遮
断
も
で
き
る
距
離
で
あ
っ
た
。
大
陸
半
島

か
ら
の
先
進
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
独
自
の
伝
統
を
保
持

発
展
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
平
安
時
代
前
期
に
遣
唐
使
が
廃

止
さ
れ
、
国
風
文
化
興
隆
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
良
い
例
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
古
代
か
ら
交
流
と
遮
断
の
歴
史
が
繰
り
返
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

日
本
列
島
は
、
神
話
で
は
大
八
嶋
と
呼
ば
れ
、
淡
路
島
、
伊
予
之

二
名
嶋
（
四
国
）、
隠
岐
嶋
、
筑
紫
嶋
（
九
州
）、
壱
岐
、
対
馬
、
佐

渡
、
大
倭
豊
秋
津
嶋
（
本
州
）
の
八
つ
の
主
要
な
島
か
ら
な
る
と
さ

れ
た
（『
古
事
記
』
国
生
み
神
話
）。
こ
の
日
本
列
島
に
は
、
北
か
ら

寒
流
親
潮
が
流
れ
、
南
か
ら
は
暖
流
黒
潮
が
流
れ
て
く
る
。
親
潮
は

千
島
列
島
に
沿
っ
て
南
下
し
、
列
島
の
東
ま
で
達
し
て
黒
潮
と
ぶ
つ

か
り
東
方
へ
流
れ
て
ゆ
く
。
親
潮
の
名
は
栄
養
塩
に
富
み
、
沢
山
の

動
・
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
育
て
、
好
漁
場
と
な
る
こ
と
に
由
来
す

る
と
い
う
。

黒
潮
は
、
東
シ
ナ
海
を
北
上
し
日
本
列
島
の
南
端
で
二
手
に
分
か

れ
、
主
流
は
ト
カ
ラ
海
峡
を
通
り
列
島
の
東
側
を
北
上
し
て
、
房
総

半
島
か
ら
三
陸
沖
に
至
り
、
親
潮
と
ぶ
つ
か
る
。
一
方
、
日
本
海
側

に
流
れ
込
む
対
馬
海
流
は
列
島
に
沿
っ
て
北
上
し
秋
田
県
沖
に
至

る
。
黒
潮
は
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
少
な
く
海
水
は
透
明
度
が
高
く
、

青
黒
く
見
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
黒
潮
の
主
流
に
は
鰹
や
鮪
が
回

遊
し
、
対
馬
海
流
に
は
鰤
が
回
遊
し
て
く
る
。
親
潮
、
黒
潮
の
寒
暖

流
が
、
日
本
近
海
で
交
わ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
豊
富
な
漁
業
資
源
が

生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

日
本
列
島
は
、
地
殻
の
面
か
ら
言
う
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
、

北
米
プ
レ
ー
ト
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の

四
プ
レ
ー
ト
の
境
界
部
に
位
置
し
て
複
雑
な
地
形
上
に
あ
る
。
稀
に

見
る
不
安
定
な
地
殻
の
上
に
日
本
列
島
は
位
置
し
て
い
る
。
列
島
の

中
央
部
を
南
北
に
横
切
る
糸
魚
川
―
静
岡
構
造
線
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

プ
レ
ー
ト
と
北
米
プ
レ
ー
ト
の
境
界
で
あ
る
。
列
島
の
東
側
に
沿
う

水
深
八
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
日
本
海
溝
は
、
北
米
プ
レ
ー
ト
と
太
平

洋
プ
レ
ー
ト
の
境
界
で
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
は
こ
こ
で
北
米
プ
レ
ー

ト
の
下
に
絶
え
ず
沈
み
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
駿
河
ト
ラ
フ
、
南
海

ト
ラ
フ
と
呼
ぶ
深
い
谷
が
駿
河
湾
か
ら
四
国
沖
に
あ
り
、
こ
れ
が
ユ

ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
境
界
で
、
こ
こ

で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
の
下
に
沈

み
こ
ん
で
い
る
。
従
っ
て
世
界
有
数
の
地
震
多
発
地
帯
で
あ
り
、
火
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山
活
動
多
発
地
帯
と
な
る
。
地
球
上
の
火
山
の
凡
そ
一
〇
％
が
列
島

に
存
在
す
る
と
い
う
。

列
島
の
大
部
分
は
山
地
で
、
国
土
の
七
五
％
に
及
び
、
し
か
も
火

山
地
帯
の
非
常
に
脆
弱
な
地
質
で
台
風
、
豪
雨
に
よ
り
洪
水
や
地
形

が
変
わ
る
ほ
ど
の
災
害
が
発
生
、
更
に
地
震
、
地
滑
り
、
火
山
噴
火
、

津
波
な
ど
の
自
然
災
害
は
、
止
ま
る
こ
と
な
く
人
々
の
生
活
を
脅
か

し
た
。
因
み
に
現
在
も
国
土
の
六
〇
％
が
森
林
に
蔽
わ
れ
て
い
る
。

山
地
は
高
山
が
多
く
、
そ
こ
を
水
源
と
す
る
河
川
は
急
流
と
な
っ
て

海
に
注
ぐ
。

日
本
列
島
は
、
大
部
分
温
帯
気
候
に
属
し
、
四
季
の
変
化
が
明
確

で
、
冬
の
季
節
風
と
日
本
海
側
の
豪
雪
、
初
夏
の
梅
雨
と
長
雨
、
夏

か
ら
秋
の
台
風
と
豪
雨
が
特
徴
で
あ
る
。
温
帯
湿
潤
気
候
と
も
呼
ば

れ
て
、
季
節
風
が
あ
り
、
冬
は
低
温
で
、
夏
は
高
温
で
雨
が
多
い
。

温
暖
で
多
雨
の
気
候
は
、
農
業
の
発
達
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
春
夏

秋
冬
、
四
季
が
明
確
に
め
ぐ
り
、
時
間
が
回
帰
し
て
、
毎
年
同
じ
こ

と
を
繰
り
返
す
。「
春
耕
秋
収
し
て
年
紀
と
為
す
」（『
魏
志
倭
人
伝
』）

と
記
録
さ
れ
て
い
て
、
農
業
の
サ
イ
ク
ル
で
年
を
数
え
て
来
た
と
い

う
。
古
語
の
「
と
し
」
は
、
も
と
は
稲
の
実
り
を
意
味
し
、
後
に
一

年
の
意
に
転
じ
た
。稲
作
農
業
に
適
し
た
環
境
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
本
列
島
に
私
た
ち
の
先
祖
は
、
生
活
を
打
ち
立
て
た
の
で

あ
る
。
約
一
万
五
〇
〇
〇
年
前
に
縄
文
土
器
を
使
用
す
る
人
々
が

現
れ
る
。
縄
文
時
代
は
約
一
万
年
続
き
、
独
自
の
発
展
を
と
げ
る
。

一
万
年
も
続
い
た
多
様
な
縄
文
時
代
を
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
土
偶
や
石
棒
、
縄
文
土
器
の
存
在
は
、
縄
文
時
代
に
何
ら
か

の
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
人
々
は
竪
穴
住
居
に
棲

み
、
弓
矢
を
使
用
す
る
狩
猟
、
巨
大
な
貝
塚
を
伴
う
漁
労
、
栗
や
橡

な
ど
の
木
の
実
採
集
と
栽
培
、
ヒ
ス
イ
を
珍
重
し
装
身
具
に
し
、
漆

文
化
を
発
展
さ
せ
た
。集
落
に
は
墓
地
の
存
在
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

日
本
文
化
の
核
に
な
る
要
素
が
す
で
に
存
在
す
る
。

今
か
ら
約
三
〇
〇
〇
年
か
ら
二
八
〇
〇
年
前
、
北
部
九
州
に
稲
作

栽
培
技
術
が
伝
わ
り
弥
生
時
代
と
な
る
。
稲
作
栽
培
は
数
百
年
か
け

て
、
本
州
北
端
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
水
田
と
灌
漑
技
術
、
高
床
式

の
倉
、
鋤
や
鍬
の
農
耕
具
、
鉄
器
具
の
普
及
、
弥
生
式
土
器
、
定
住

集
落
は
大
き
く
な
り
村
を
形
成
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
体
系
を
根

本
的
に
変
え
て
行
く
。縄
文
時
代
に
発
展
し
た
文
化
を
基
盤
に
し
て
、

水
田
で
の
稲
作
栽
培
の
普
及
や
生
産
技
術
の
向
上
は
、
列
島
の
隅
々

に
ま
で
根
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
春
に
豊
作
を
祈
り
、
秋
に

感
謝
す
る
神
社
祭
祀
の
起
源
は
、
弥
生
時
代
に
求
め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
弥
生
時
代
に
は
、
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
銅
鏡
、
刀

剣
類
に
加
え
て
勾
玉
を
大
事
に
す
る
文
化
も
生
ま
れ
る
。
弥
生
時
代
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は
約
一
〇
〇
〇
年
続
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
三
世
紀
に
古
墳
時
代
と
な
る
。
生
産
技
術
の
飛
躍
的
な
発

展
に
伴
い
、
経
済
格
差
も
増
大
し
て
、
首
長
の
巨
大
な
墳
墓
と
し
て

の
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。古
代
王
権
の
濫
觴
期
で
あ
る
。

大
和
の
纒
向
地
方
に
日
本
最
初
の
都
市
が
で
き
、
こ
こ
に
出
現
し
た

前
方
後
円
墳
は
、
日
本
固
有
の
墳
墓
形
式
と
言
わ
れ
、
全
国
各
地
に

築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
な
く

な
る
六
世
紀
後
半
ま
で
が
、
古
墳
時
代
で
、
そ
の
後
文
字
記
録
の
残

る
歴
史
時
代
、
古
代
王
権
の
所
在
し
た
飛
鳥
に
因
ん
で
飛
鳥
時
代
に

繋
が
っ
て
く
る
。
や
が
て
八
世
紀
初
め
に
は
日
本
最
古
の
古
典
で
あ

る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ

に
は
日
本
神
話
が
記
録
さ
れ
、
神
話
か
ら
歴
史
時
代
に
繋
が
る
独
特

の
歴
史
観
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
前
提
の
も
と
に
日
本
固
有
の
宗
教
で
あ
る
神
道
、
神
道

の
具
体
的
表
象
で
あ
る
神
社
の
起
源
と
そ
こ
で
営
ま
れ
る
祭
祀
伝
統

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

１
、
日
本
神
話
が
伝
え
る
日
本
の
誕
生

我
国
は
固
有
の
文
字
を
持
た
ず
、
漢
字
の
習
得
に
よ
り
、
初
め
て

文
字
記
録
を
残
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
た
だ
日
本
語
の
伝
統
は

根
強
く
、
漢
字
漢
文
の
習
得
と
共
に
、
日
本
語
を
漢
字
の
音
を
用
い

て
表
記
す
る
方
法
を
発
達
さ
せ
、
万
葉
仮
名
を
発
明
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
漢
字
を
本
来
の
発
音
の
音
で
読
む
と
共
に
、
日
本
語
で

読
む
訓
読
を
行
っ
た
。

音
訓
両
様
の
読
み
方
は
、
日
本
語
を
表
記
す
る
と
き
に
便
利
で
、

固
有
の
古
語
で
表
記
さ
れ
た
『
古
事
記
』（
和
銅
五
年
・
七
一
二
）

を
成
立
さ
せ
た
。『
古
事
記
』は
第
四
十
代
天
武
天
皇
の
発
意
に
よ
り
、

側
近
の
稗
田
阿
礼
に
誦
み
習
し
め
て
来
た
伝
承
を
、
太
安
万
侶
が
最

終
編
纂
し
た
も
の
で
る
。
太
安
万
侶
は
古
語
を
表
記
す
る
に
、
漢
字

の
音
訓
を
用
い
る
苦
心
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
古
い
日
本

語
の
世
界
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
古
事
記
』
は
神
代
か
ら

第
三
十
三
代
推
古
天
皇
ま
で
の
歩
み
を
記
述
し
、
全
三
巻
で
あ
る
。

一
方
、『
日
本
書
紀
』（
養
老
四
年
・
七
二
〇
）
は
政
府
内
に
史
局

を
設
け
て
多
人
数
が
編
纂
に
当
た
り
、
最
終
的
に
天
武
天
皇
の
皇
子

で
あ
る
舎
人
親
王
が
完
成
し
献
上
さ
れ
た
。
格
調
高
い
漢
文
で
記
さ

れ
る
と
共
に
、
複
数
の
伝
承
を
並
列
列
記
し
て
い
て
、
諸
家
に
伝
わ

る
伝
承
を
平
等
に
扱
う
編
集
方
針
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
基
本
的

に
は
古
伝
承
を
漢
文
に
翻
訳
し
た
も
の
で
、
神
代
か
ら
第
四
十
一
代

持
統
天
皇
ま
で
全
三
十
巻
で
あ
る
。国
際
社
会
の
読
者
を
意
識
し
て
、
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日
本
の
歴
史
を
発
信
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
、
成
立
の
事
情
と
表
記
方
法
が
異
な

る
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
古
伝
承
は
幾
通
り
も
あ

っ
た
が
、
大
筋
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
真
実
な
の
で

あ
ろ
う
。
次
に
主
要
な
神
話
を
紹
介
し
て
、
そ
の
意
義
を
考
え
て
み

た
い
。

国
生
み
神
話

世
界
の
始
り
に
関
す
る
伝
承
が
あ
り
、
引
続
き
男
女
の
始
祖
神
が

誕
生
す
る
。
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
は
、
海
の
潮
が
自
然
に
凝

り
固
ま
っ
た
オ
ノ
ゴ
ロ
嶋
に
降
り
立
ち
、
結
婚
し
て
大
八
嶋
と
呼
ば

れ
る
日
本
列
島
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
大
日
本
豊
秋
津
洲
（
本
州
）、

伊
予
二
名
洲
（
四
国
）、
筑
紫
洲
（
九
州
）、
隠
岐
、
佐
渡
、
対
馬
、

壱
岐
、
淡
路
島
の
島
々
を
生
み
、
そ
の
次
に
海
、
山
、
野
、
草
、
木
、

風
、
火
な
ど
の
神
々
を
生
ん
で
ゆ
く
。
最
後
に
天
照
大
御
神
、
月
読

命
、
須
佐
之
男
命
が
誕
生
す
る
。
国
土
は
神
々
の
結
婚
の
所
産
で
あ

り
、
国
土
の
上
に
あ
る
山
川
草
木
こ
と
ご
と
く
神
が
宿
り
、
神
性
を

帯
び
る
と
い
う
信
仰
は
、
日
本
列
島
に
生
活
を
打
ち
立
て
た
人
々
が

形
成
し
伝
え
た
も
の
で
あ
る
（
神
名
表
記
は
、
記
紀
両
方
を
用
い
て

い
る
）。

伊
邪
那
岐
命
は
、天
照
大
御
神
に
高
天
原（
天
上
の
神
々
の
世
界
）、

月
読
命
に
夜
食
国
（
夜
の
世
界
）、
須
佐
之
男
命
に
海
原
を
治
め
る

よ
う
に
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
須
佐
之
男
命
の
み
命
令
に
背
き
、
亡
き

母
神
の
所
へ
行
き
た
い
と
駄
々
を
こ
ね
て
、
つ
い
に
追
放
さ
れ
て
し

ま
う
。追
放
の
前
に
姉
神
の
天
照
大
御
神
に
暇
乞
い
の
挨
拶
に
行
き
、

高
天
原
で
稲
作
栽
培
の
妨
害
と
い
う
重
大
事
件
を
引
き
起
こ
す
。
収

穫
感
謝
の
新
嘗
祭
の
祭
場
を
汚
物
で
汚
し
、
奉
献
す
る
神
衣
を
織
る

機
織
女
も
怪
我
を
す
る
ほ
ど
の
悪
戯
を
行
い
、
つ
い
に
天
照
大
御
神

は
天
岩
屋
戸
に
籠
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
真
暗
闇
と
な
り
日
常
秩
序

が
破
壊
さ
れ
、
万
の
災
い
が
一
度
に
発
生
し
て
大
混
乱
に
陥
る
。

天
岩
屋
戸
神
話

八
百
万
の
神
々
は
、
川
原
の
広
場
に
集
ま
り
、
協
議
し
て
、
天
照

大
御
神
が
再
び
出
現
し
高
天
原
を
治
め
て
戴
く
よ
う
図
る
。
布
刀
玉

命
は
山
か
ら
大
き
な
榊
を
採
っ
て
き
て
、
岩
戸
の
前
に
立
て
、
榊
に

勾
玉
、
鏡
、
紙
垂
を
つ
け
て
、
庭
火
を
焚
い
た
。
天
宇
受
売
命
は
岩

屋
戸
の
前
に
桶
を
伏
せ
て
、
そ
の
上
に
乗
り
手
に
笹
の
葉
を
以
て
神

楽
舞
を
舞
い
、
天
児
屋
根
命
は
祝
詞
を
読
み
祈
念
し
た
。
天
宇
受
売

命
は
神
憑
り
し
て
裸
に
な
り
、
八
百
万
神
は
大
笑
い
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
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天
照
大
御
神
は
こ
れ
を
怪
し
い
と
感
じ
、
岩
戸
を
細
目
に
開
け
た

と
い
う
。
そ
こ
を
天
手
力
男
命
が
岩
戸
を
開
け
、
御
手
を
以
て
引
き

出
す
と
、光
が
満
ち
災
い
が
止
み
秩
序
が
回
復
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

天
岩
屋
戸
の
前
に
は
注
連
縄
を
掛
け
、再
び
戻
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。

布
刀
玉
命
は
忌
部
氏
、
天
児
屋
根
命
は
中
臣
氏
、
天
宇
受
売
命
は
猿

女
君
の
祖
神
で
、
古
く
か
ら
皇
室
の
祭
祀
に
奉
仕
し
た
氏
族
で
、
後

に
古
代
律
令
国
家
が
成
立
す
る
と
神
祇
官
の
官
僚
と
な
り
奉
仕
し
て

い
る
。
神
祇
官
は
、
一
般
行
政
を
担
当
す
る
太
政
官
と
並
立
し
て
置

か
れ
た
役
所
で
あ
る
が
、
法
律
条
文
の
順
番
で
は
冒
頭
に
記
さ
れ
て

い
て
、
我
国
が
神
事
を
優
先
し
て
き
た
形
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

天
照
大
御
神
は
太
陽
神
で
あ
り
、最
高
至
貴
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、

秩
序
を
維
持
し
、
皇
室
の
祖
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

八
俣
遠
呂
智
退
治

高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
は
出
雲
国
の
肥
河
上
に
天

降
る
。
そ
こ
で
童
女
を
囲
ん
で
泣
く
老
夫
婦
に
出
合
う
。
わ
け
を
尋

ね
る
と
、
私
た
ち
に
は
八
人
の
娘
が
あ
っ
た
が
、
毎
年
八
俣
遠
呂
智

が
や
っ
て
来
て
、
娘
を
食
べ
て
し
ま
い
、
今
年
も
そ
の
時
に
な
っ
た
、

と
返
答
し
た
。
八
俣
遠
呂
智
は
、
頭
が
八
つ
尾
も
八
つ
、
目
は
赤
い

ほ
お
ず
き
の
よ
う
で
、
背
に
苔
や
樹
々
が
茂
り
、
腹
は
常
に
血
が
た

だ
れ
て
い
る
。
須
佐
之
男
命
は
強
い
酒
を
醸
し
て
待
ち
受
け
酔
わ
せ

て
斬
殺
す
る
。
す
る
と
遠
呂
智
の
尾
か
ら
霊
剣
が
出
て
き
て
、
不
思

議
に
思
い
天
照
大
御
神
に
献
上
す
る
。
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
斐
伊
川

の
洪
水
と
た
た
ら
製
鉄
の
起
源
を
暗
示
す
る
神
話
で
あ
る
。

須
佐
之
男
命
は
助
け
た
娘
、
櫛
名
田
比
売
と
結
婚
し
て
、
沢
山
の

子
孫
に
恵
ま
れ
、
大
国
主
神
が
誕
生
す
る
。
神
婚
に
際
し
て
須
佐
之

男
命
は
「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
み
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八

重
垣
を
」
と
詠
っ
た
、
こ
れ
が
和
歌
の
起
源
で
あ
る
。

大
国
主
神
は
、
各
地
に
妻
問
し
て
子
孫
が
繁
栄
し
て
行
く
。
古
伝

承
は
「
此
の
国
を
作
り
堅
め
た
ま
ひ
き
」（『
古
事
記
』）「
天
下
を
経

営
り
た
ま
ふ
」「
病
を
療
む
る
方
を
定
む
」「
禁
厭
之
法
を
定
む
」（『
日

本
書
紀
』）
と
大
国
主
神
の
国
造
り
を
称
え
て
い
る
。
文
字
通
り
、

大
国
主
神
と
し
て
成
長
し
、
偉
大
な
統
治
者
と
な
っ
て
行
く
。

国
譲
り
神
話

天
照
大
御
神
は
、「
葦
原
中
国
は
我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
ぞ
」

と
宣
言
さ
れ
、
国
を
治
め
る
た
め
高
天
原
よ
り
降
臨
す
る
よ
う
に
命

ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
地
上
に
は
荒
ぶ
る
神
々
が
跋
扈
し
て
、
簡
単

に
治
め
ら
れ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
天
よ
り
何
度
も
使
者

が
遣
わ
さ
れ
、
国
譲
り
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
。
最
終
的
に
武
甕
槌
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神
と
經
津
主
神
が
派
遣
さ
れ
、
大
国
主
神
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
て
、

平
和
裏
に
国
譲
り
が
成
立
し
、
国
土
が
献
上
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
天

照
大
御
神
は
、
大
国
主
神
の
住
む
天
日
隅
宮
を
造
営
し
「
柱
は
則
ち

高
く
太
く
、
板
は
則
ち
廣
く
厚
く
せ
む
」
と
方
針
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
が
出
雲
大
社
の
創
建
由
来
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
天
照
大
御

神
は
「
汝
が
祭
祀
を
主
ら
む
者
は
天
穂
日
命
是
な
り
と
」
と
勅
さ
れ
、

出
雲
国
造
家
が
代
々
祭
り
を
司
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。

平
成
十
二
年
、
境
内
よ
り
古
代
神
殿
の
宇
豆
柱
と
思
わ
れ
る
柱
が

発
掘
さ
れ
た
。直
径
一
四
〇
セ
ン
チ
の
杉
柱
を
三
本
束
ね
た
も
の
で
、

こ
の
柱
で
構
造
さ
れ
た
神
殿
は
、
高
さ
四
八
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の

と
推
測
さ
れ
、
巨
大
な
古
代
神
殿
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
平
安
時
代
の
『
口
遊
』（
源
爲
憲
著
）
に
記
さ
れ
た
数
え

歌
に
「
雲
太
、
和
二
、
京
三
」
と
歌
わ
れ
、
雲
太
す
な
わ
ち
出
雲
大

社
の
神
殿
が
最
も
大
き
く
、
次
い
で
大
和
の
大
仏
殿
、
京
の
大
極
殿

の
順
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
伝
承
も
巨
大
神
殿
の
存
在
が
現
実
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
出
雲
国
造
家
の
千
家
に
伝
わ
る

「
鉄
輪
造
営
図
」
に
、
三
本
の
柱
を
束
ね
て
構
造
す
る
図
面
が
描
か

れ
て
い
て
、
こ
れ
も
巨
大
神
殿
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

天
孫
降
臨
神
話

平
定
さ
れ
た
国
土
に
天
照
大
御
神
の
孫
の
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊

が
高
天
原
よ
り
天
降
っ
て
く
る
。
降
臨
す
る
場
所
は
、
筑
紫
の
日
向

の
高
千
穂
峰
で
あ
る
。
朝
日
の
あ
た
る
東
向
き
の
斜
面
で
、
稲
穂
を

高
々
と
積
み
上
げ
た
峰
で
あ
る
。
彦
は
日
子
で
太
陽
の
子
、
火
瓊
瓊

杵
尊
は
、
稲
穂
が
賑
々
し
く
稔
る
こ
と
を
象
徴
す
る
神
名
で
あ
る
。

こ
の
時
、
天
照
大
御
神
は
、
瓊
瓊
杵
尊
に
大
切
な
言
葉
を
与
え
て
い

る
。三
大
神
勅
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。以
下
、神
勅
を
紹
介
す
る
。

① 

豊
葦
原
千
五
百
秋
之
瑞
穂
國
は
、
是
れ
吾
が
子
孫
の
王
た

る
可
き
地
な
り
。
宜
し
く
爾
皇
孫
就
き
て
治
せ
。
行
矣
、
寶

祚
の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
、
當
に
天
壌
と
窮
無
か
る
べ
し
。

② 

吾
が
児
、
此
の
寶
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
當
に
吾
を
視
る

が
ご
と
く
す
べ
し
。
興
に
床
を
同
じ
く
し
、殿
を
共
に
し
て
、

斎
鏡
と
爲
す
可
し
と
。

③ 

吾
が
高
天
原
に
所
御
す
斎
庭
の
穂
を
以
て
、
亦
吾
が
児
に

御
せ
ま
つ
る
べ
し
と
。

こ
こ
に
天
皇
統
治
の
由
来
、
宮
中
祭
祀
の
起
源
、
稲
作
の
起
源
な

ど
国
家
の
基
本
と
な
る
柱
が
、
神
代
に
確
立
し
現
代
に
至
っ
た
こ
と
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が
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

皇
孫
は
、
そ
の
後
大
山
祇
神
の
娘
木
花
開
耶
姫
と
結
婚
し
、
海
幸

彦
、
山
幸
彦
の
兄
弟
を
生
む
。
兄
弟
は
互
い
の
得
物
を
交
換
し
て
漁

猟
を
お
こ
な
う
が
、
山
幸
彦
は
兄
の
釣
り
針
を
失
く
し
、
海
神
の
国

を
訪
れ
て
釣
り
針
を
探
す
。
無
事
に
発
見
し
兄
に
返
却
す
る
と
と
も

に
、
後
を
継
い
だ
山
幸
彦
は
海
神
の
娘
豊
玉
姫
と
結
婚
し
、
子
孫
が

繁
栄
し
て
、
更
に
一
世
代
後
に
神
日
本
磐
余
彦
尊
が
誕
生
す
る
。

神
武
天
皇
東
征
伝
承

神
日
本
磐
余
彦
尊
は
、
国
の
中
心
は
東
に
あ
る
と
仰
せ
ら
れ
、
日

向
国
を
出
発
、
船
団
を
率
い
て
瀬
戸
内
海
を
東
上
し
、
浪
速
の
海
の

奥
深
く
入
り
、
大
和
川
を
遡
り
大
和
盆
地
に
入
ろ
う
と
す
る
。
し
か

し
賊
軍
に
阻
ま
れ
て
、
戦
に
敗
れ
て
し
ま
う
。
自
分
た
ち
は
日
神
の

子
孫
な
の
に
日
に
向
か
い
敵
と
戦
う
の
は
、
道
に
外
れ
て
い
る
と
覚

り
、
熊
野
に
迂
回
し
て
南
側
か
ら
山
中
を
抜
け
て
大
和
に
入
ろ
う
と

す
る
。
熊
野
か
ら
八
咫
烏
の
導
き
を
得
て
、
賊
軍
を
平
定
し
大
和
の

橿
原
を
都
と
定
め
、
初
代
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
た
。
以
来
、
万
世

一
系
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、一
二
六
代
今
上
陛
下
に
至
っ
て
い
る
。

第
十
代
崇
神
天
皇
の
時
、
疫
病
が
流
行
り
、
国
民
の
大
半
が
死
亡

し
て
し
ま
う
危
機
と
な
り
、
三
輪
の
大
物
主
神
の
祟
り
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
、
祭
祀
を
厳
重
に
行
う
と
終
息
し
た
。
こ
の
時
、
宮
中
で

祀
ら
れ
て
き
た
斎
鏡
の
写
し
を
造
り
、
宮
中
で
の
祭
祀
を
継
続
さ
れ

る
と
共
に
、
天
照
大
御
神
親
授
の
斎
鏡
は
、
宮
中
の
外
に
祀
ら
れ
る

様
に
な
り
、
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
皇
女
倭
姫
に
よ
っ
て
、

伊
勢
の
五
十
鈴
川
の
川
上
に
祀
ら
れ
る
。
こ
れ
が
伊
勢
神
宮
の
鎮
座

の
由
来
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
話
伝
承
は
、
一
体
何
時
頃
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
稲
作
の
起
源
神
話
は
、弥
生
時
代
以
降
の
所
産
と
想
像
で
き
る
。

三
種
の
神
器
が
皇
位
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
を

重
視
す
る
文
化
は
何
時
頃
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勾
玉
は
縄
文

遺
跡
か
ら
も
発
見
さ
れ
、
古
く
か
ら
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
青

銅
鏡
、
鉄
剣
は
当
初
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
さ
れ
、
国
内
で
も

製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鏡
は
、
化
粧
道
具
と
し

て
し
て
よ
り
、
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
剣
も
武

器
と
し
て
の
使
用
よ
り
も
、
呪
具
や
儀
飾
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
今

後
、
物
の
歴
史
研
究
が
進
む
こ
と
で
、
神
話
の
背
景
が
解
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
神
話
は
古
代
国
家
形
成
と
密

接
な
関
係
が
あ
り
、
こ
の
方
面
か
ら
解
明
が
俟
た
れ
る
こ
と
言
う
ま

で
も
な
い
。
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２
、
神
社
の
起
源
と
そ
の
発
展

次
に
神
社
の
起
源
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
神
話
伝
承
の
中
に

日
本
の
主
要
な
神
社
の
起
源
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
創

祀
は
、
三
女
神
の
誕
生
と
共
に
筑
紫
洲
に
降
っ
て
天
孫
を
助
け
奉
れ

と
あ
る
こ
と
が
、
起
源
で
あ
る
。
当
初
か
ら
皇
室
国
家
と
密
接
な
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
宗
像
大
社
の
沖
ノ
島
祭
祀
遺
蹟
の
事

は
す
で
に
紹
介
し
た
が
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
見
て
行
き
た
い
。

宗
像
三
女
神
は
、
本
土
の
辺
津
宮
、
大
島
の
中
津
宮
、
沖
ノ
島
の

沖
津
宮
の
そ
れ
ぞ
れ
に
祀
ら
れ
て
い
て
、
沖
ノ
島
は
、
本
土
か
ら
約

六
〇
キ
ロ
の
玄
界
灘
の
中
央
に
位
置
す
る
。
人
も
通
わ
ぬ
絶
海
の
孤

島
で
、
周
囲
僅
か
四
キ
ロ
で
、
絶
壁
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
南
側

斜
面
の
中
腹
に
多
数
の
巨
岩
が
露
出
し
て
い
て
、
そ
の
磐
座
を
対
象

と
し
て
祭
祀
が
行
わ
れ
、
祭
祀
遺
蹟
が
発
見
さ
れ
た
。
四
世
紀
後
半

か
ら
十
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
祭
祀
が
継
続
さ
れ
、
古
い
順
に
①
岩

上
祭
祀
、
②
岩
陰
祭
祀
、
③
半
岩
陰
半
露
天
祭
祀
、
④
露
天
祭
祀
と

場
所
が
移
動
し
、
発
見
さ
れ
た
祭
祀
遺
物
に
も
時
代
の
特
徴
が
顕
著

で
あ
る
と
い
う
。

例
え
ば
①
岩
上
祭
祀
で
は
、
銅
鏡
、
鉄
製
武
器
・
工
具
類
、
宝
器

と
し
て
の
車
輪
石
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、神
道
考
古
学
の
笹
生
衛
は
、

こ
れ
ら
は
「
古
墳
時
代
前
期
・
四
世
紀
後
半
の
大
和
周
辺
の
古
墳
副

葬
品
と
共
通
し
、
大
和
の
勢
力
、
恐
ら
く
大
和
王
権
に
よ
り
、
四
世

紀
後
半
に
沖
ノ
島
祭
祀
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
と

推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
世
紀
初
頭
に
祭
祀
遺
蹟
が
終
焉
を
迎
え

る
の
は
、
そ
の
背
景
に
遣
唐
使
廃
止
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
宗
像

大
社
の
祭
祀
に
は
、
大
和
王
権
の
遣
隋
使
、
遣
唐
使
の
派
遣
に
際
し
、

対
外
交
流
の
成
功
を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
和
の
大
物
主
神
を
祭
る
大
神
神
社
の
起
源
も
神
話
伝
承
に
あ

る
。
大
国
主
神
と
の
国
作
り
神
話
に
登
場
し
て
、「
能
く
我
が
前
を

治
め
ば
吾
能
く
共
與
に
相
作
り
成
む
。若
し
然
ず
ば
国
成
り
難
け
む
」

（『
古
事
記
』）
と
宣
言
し
、
大
和
の
青
柴
垣
の
東
の
山
の
上
に
祀
る

よ
う
に
い
う
。
こ
れ
が
三
輪
山
に
大
物
主
神
が
祀
ら
れ
た
起
源
譚
で

あ
る
。
ま
た
、
崇
神
天
皇
の
時
代
、
疫
病
流
行
は
大
物
主
神
の
祟
り

で
あ
っ
た
と
い
い
、
子
孫
の
大
田
田
根
子
（
大
阪
の
陶
邑
に
住
む
）

を
探
し
て
、
祭
祀
を
行
う
と
疫
病
は
収
ま
り
、
平
穏
を
回
復
し
て
、

五
穀
豊
作
に
な
っ
た
と
い
う
。

大
神
神
社
は
今
も
神
殿
は
無
く
、
三
輪
山
を
神
体
山
と
し
て
祭
祀

の
対
象
と
し
て
い
る
。
三
輪
山
の
西
側
山
麓
周
辺
か
ら
は
祭
祀
遺
蹟

が
二
十
六
ヵ
所
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
拝
殿
奥
の
禁
足
地
か
ら
は
四
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世
紀
前
半
の
土
師
器
甕
が
出
土
、
狭
井
川
上
流
の
山
の
神
遺
蹟
か
ら

は
、
宗
像
沖
ノ
島
遺
蹟
の
岩
上
遺
蹟
（
四
世
紀
後
半
）
か
ら
出
土
し

た
銅
鏡
に
類
似
し
た
銅
製
小
型
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
情

況
か
ら
三
輪
山
祭
祀
も
四
世
紀
代
に
始
め
ら
れ
て
い
た
、
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。

五
世
紀
に
な
る
と
明
確
に
祭
祀
の
痕
跡
が
確
認
で
き
、
そ
の
特
徴

は
山
麓
の
磐
座
を
対
象
に
し
た
祭
祀
で
、
須
恵
器
と
子
持
勾
玉
が
出

土
す
る
こ
と
で
あ
る
。
須
恵
器
は
大
阪
の
陶
邑
窯
産
と
考
え
ら
れ
て

い
て
、
大
田
田
根
子
説
話
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
崇
神
天

皇
の
時
代
の
疫
病
鎮
圧
祭
祀
に
、
高
温
で
焼
成
さ
れ
た
須
恵
器
が
祭

具
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
子
持
勾
玉
が
奉
献
さ
れ
た
、
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

九
州
の
宗
像
沖
ノ
島
、
大
和
大
神
神
社
の
祭
祀
遺
蹟
は
、
四
世
紀

に
古
代
王
権
と
関
わ
っ
て
神
社
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
い
ず
れ
も
磐
座
祭
祀
で
社
殿
は
な
い
。
神
霊
の
鎮
ま
る
本

殿
、
人
々
が
拝
礼
す
る
拝
殿
な
ど
の
社
殿
は
、
こ
の
頃
は
未
だ
な
い

の
で
あ
る
。

建
築
史
家
の
福
山
敏
男
に
よ
れ
ば
、
神
社
は
お
よ
そ
二
千
年
以
上

の
歴
史
を
有
す
る
が
、
そ
の
長
い
歴
史
を
確
実
に
跡
付
け
る
の
は
、

文
献
に
よ
る
と
奈
良
時
代
よ
り
遡
る
こ
と
は
で
き
ず
、
建
築
遺
構
に

よ
れ
ば
平
安
後
期
よ
り
古
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
民
俗

学
や
考
古
学
の
提
供
す
る
資
料
に
よ
り
、
原
初
の
神
社
の
状
態
を
幾

分
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
神
社

建
築
の
歴
史
を
四
段
階
に
分
け
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

①
神
籬
・
磐
境

神
話
伝
承
に
見
ら
れ
る
神
籬
・
磐
境
は
、
原
始
期
以
来
の
神

祭
り
の
建
築
的
施
設
で
あ
っ
て
、
後
世
の
神
社
建
築
と
重
要
な

関
係
が
あ
る
。
今
日
、
神
籬
は
神
霊
の
依
り
代
と
な
る
榊
と
理

解
さ
れ
、
磐
境
は
祭
場
を
囲
む
磐
垣
、
す
な
わ
ち
神
霊
奉
斎
の

施
設
と
理
解
さ
れ
る
が
、神
社
建
築
の
源
を
こ
こ
に
見
て
い
る
。

磐
座
も
神
霊
の
依
り
代
と
さ
れ
、
岩
上
或
は
こ
れ
に
向
か
っ
て

祭
祀
が
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
神
殿
の
な
い
神
社

大
神
神
社
は
三
輪
山
を
神
体
山
と
し
て
神
殿
は
な
い
。
諏
訪

大
社
も
上
社
に
神
殿
が
な
く
、
奥
の
森
を
拝
む
。
石
上
神
宮
も

古
来
神
殿
は
な
く
、
拝
殿
奥
の
禁
足
地
を
神
聖
な
土
地
と
し
て

拝
し
て
き
た
。
近
代
に
な
り
禁
足
地
の
発
掘
が
行
わ
れ
、
大
正

二
年
に
本
殿
が
建
設
さ
れ
た
。
山
や
森
を
直
接
に
神
々
の
鎮
ま

る
場
所
と
し
て
拝
す
る
神
社
が
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
今
も
続
い
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て
い
る
。

③
仮
設
の
神
殿

祭
り
を
行
う
た
め
に
臨
時
に
神
殿
を
設
け
、
祭
り
が
終
了
す

る
と
撤
去
さ
れ
る
。
天
皇
の
即
位
大
嘗
祭
に
建
設
さ
れ
る
大
嘗

宮
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
、
お
そ
ら
く
上
代
か
ら
の
伝
統
を
受

け
継
ぐ
も
の
あ
ろ
う
と
す
る
。
大
嘗
宮
は
黒
木
造
で
掘
立
柱
の

建
物
で
、
南
北
五
間
、
東
西
二
間
、
屋
根
は
切
妻
造
で
茅
葺
妻

入
り
と
す
る
。
屋
根
に
鰹
木
八
本
を
置
き
、
千
木
を
の
せ
る
。

壁
は
蓆
を
張
り
、
床
は
竹
簀
子
の
簡
素
な
も
の
で
あ
る
。

④
常
設
の
神
殿

一
定
の
年
数
で
神
殿
を
造
り
替
え
る
式
年
造
替
の
制
は
、
祭

り
の
度
ご
と
に
神
殿
を
仮
設
し
て
い
た
も
の
が
、
時
代
を
降
る

に
従
っ
て
祭
神
常
在
の
思
想
が
生
じ
、
神
殿
が
常
に
存
在
す
る

理
由
が
起
こ
り
、
耐
久
的
な
造
っ
た
後
も
、
旧
慣
を
残
し
て
毎

年
の
新
造
か
ら
幾
年
か
に
一
度
の
新
造
に
変
化
し
た
。
伊
勢
神

宮
で
は
二
十
年
に
一
度
の
式
年
遷
宮
を
今
も
維
持
し
て
い
る
。

住
吉
大
社
、
香
取
神
宮
、
鹿
島
神
宮
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安

時
代
こ
ろ
ま
で
式
年
造
替
が
続
い
て
い
た
が
、
以
後
固
定
化
し

た
と
い
う
。

神
社
の
社
殿
は
、
こ
の
よ
う
な
四
段
階
を
経
て
一
般
に
常
設
社
殿

を
も
つ
現
代
に
至
っ
て
い
る
が
、
神
殿
が
立
て
ら
れ
な
い
ま
ま
、
現

代
に
至
っ
た
も
の
も
あ
り
、現
実
に
は
様
々
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。

神
道
史
学
の
岡
田
荘
司
は
、「
神
社
成
立
の
基
本
的
要
件
は
、
地

域
の
集
団
、
氏
族
に
よ
り
、
神
を
祭
る
た
め
の
区
画
（
祭
祀
空
間
、

モ
リ
）
が
確
定
さ
れ
、そ
の
地
に
仮
設
・
常
設
の
建
築
的
施
設
（
社
殿
）

が
造
ら
れ
、
年
ご
と
の
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
常
設

の
社
殿
造
営
以
前
の
段
階
で
、
磐
座
・
神
籬
を
祭
祀
対
象
と
し
た
神

社
の
原
型
が
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
展
開
し
、
社
殿
造
営
は
古
代

律
令
期
に
入
ら
な
い
と
確
認
で
き
な
い
事
例
は
多
い
」と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
「
神
社
成
立
の
淵
源
は
、
水
田
稲
作
農
耕
が
始
ま
る
弥
生

時
代
、
ま
た
縄
文
時
代
晩
期
ま
で
遡
る
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
現
代

の
神
社
に
直
接
結
び
つ
く
と
さ
れ
る
考
古
学
の
祭
祀
関
連
遺
蹟
・
遺

物
を
通
し
て
考
察
す
る
と
、そ
の
時
期
は
古
墳
時
代
に
限
定
で
き
る
」

と
推
測
し
て
い
る
。
宗
像
や
大
神
神
社
の
祭
祀
遺
蹟
か
ら
導
か
れ
た

結
論
と
し
て
、
七
世
紀
の
律
令
祭
祀
制
が
編
成
さ
れ
て
行
く
前
段
階

の
時
代
で
あ
る
五
・
六
世
紀
を
、
神
社
成
立
の
勃
興
期
と
み
な
し
て

い
る
。

六
世
紀
半
ば
第
二
十
九
代
欽
明
天
皇
の
時
、仏
教
が
伝
来
す
る
が
、

仏
像
や
経
巻
の
す
ば
ら
し
さ
に
天
皇
は
驚
嘆
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
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を
崇
敬
信
仰
す
べ
き
か
ど
う
か
、
自
ら
決
す
る
こ
と
な
く
臣
下
の
意

見
を
諮
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
保
守
派
の
物
部
尾
興
、
中
臣
鎌
子
は

反
対
し
て
次
の
よ
う
に
進
言
し
て
い
る
。

我
が
國
家
の
天
下
に
王
と
ま
し
ま
す
は
、
恒
に
天
地
社
稷

百
八
十
神
を
、春
夏
秋
冬
に
祭
拝
む
こ
と
を
事
と
爲
し
た
ま
ふ
。

方
今
改
め
て
、
蕃
神
を
拝
ま
ば
、
恐
ら
く
は
、
國
神
の
怒
を
致

し
ま
つ
ら
む
と
。（『
日
本
書
紀
』）

こ
こ
に
は
神
社
の
こ
と
は
出
て
こ
な
い
が
、
祭
祀
伝
統
は
し
っ
か

り
と
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
仏
教
が

伝
来
し
た
六
世
紀
半
に
は
、
生
産
暦
に
合
わ
せ
た
年
間
の
祭
事
暦
が

確
立
し
て
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
参
考
に
な
る
の
が
『
魏

志
倭
人
伝
』（
三
世
紀
）
の
記
録
で
あ
る
。
倭
人
の
習
俗
を
記
し
た

中
に
、
倭
人
の
会
合
で
は
父
子
や
男
女
に
よ
り
区
別
は
な
く
、
人
々

は
生
来
酒
を
好
む
。
大
人
が
尊
敬
さ
れ
る
所
作
を
見
る
と
、
た
だ
手

を
打
つ
こ
と
で
、
中
国
の
跪
拝
に
相
当
さ
せ
て
い
る
、
と
伝
え
て
い

る
。
そ
の
後
「
そ
の
俗
、
正
歳
・
四
節
を
知
ら
ず
、
但
だ
春
耕
秋
収

を
計
り
て
年
紀
と
為
す
」
と
あ
る
。
こ
の
当
時
暦
が
な
く
、
倭
人
は

正
月
や
四
節
を
知
ら
ず
、
生
産
暦
で
年
を
数
え
て
い
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
神
拝
作
法
に
今
も
残
る
拍
手
の
起
源
を
知
る
う
え
で
貴
重

な
記
録
で
あ
る
が
、「
と
し
」
と
い
う
日
本
語
は
、
本
来
稲
の
実
り

を
意
味
し
、後
に
一
年
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
し
て
、

そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
律
令
国
家
時
代
の
祈
年
祭
（
と
し
ご
い
の

ま
つ
り
）
は
、
春
先
二
月
に
稲
の
豊
作
を
祈
る
祭
で
あ
り
、
秋
の
収

穫
を
終
え
た
後
に
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
（
に
い
な
め
の
ま
つ
り
）
は
、

神
人
共
に
収
穫
さ
れ
た
新
穀
を
食
べ
、
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

欽
明
天
皇
の
父
君
で
あ
る
第
二
十
六
代
継
体
天
皇
の
時
に
、
地
方

の
小
社
の
創
建
伝
承
が
『
常
陸
国
風
土
記
』（
七
二
一
）
に
あ
る
。

夜
刀
神
創
祀
に
関
わ
る
伝
承
で
あ
る
。箭
筈
氏
麻
多
智
と
い
う
者
が
、

葦
原
を
開
墾
し
て
水
田
を
造
ろ
う
と
工
事
を
進
め
て
い
る
と
、
夜
刀

神
が
群
れ
て
押
し
寄
せ
て
妨
害
す
る
。
夜
刀
神
は
、
蛇
の
姿
で
頭
に

角
が
あ
り
、見
る
と
家
を
滅
ぼ
す
災
い
が
あ
る
と
い
う
。
麻
多
智
は
、

怒
り
甲
冑
付
け
、
矛
を
執
り
、
夜
刀
神
を
打
ち
殺
し
て
、
山
口
ま
で

追
い
払
っ
た
。
そ
こ
で
境
に
杭
を
立
て
、
こ
れ
よ
り
上
は
神
の
地
と

し
、
下
は
人
の
田
と
し
よ
う
。
以
後
、
私
が
神
の
祝
と
し
て
、
永
遠

に
祭
り
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
ど
う
か
祟
る
こ
と
恨
む
こ
と
の
な
い

様
に
、
と
し
て
社
を
設
け
て
初
め
て
祭
り
を
行
っ
た
。

夜
刀
神
の
伝
承
が
残
る
社
は
、
水
源
に
祀
ら
れ
た
小
さ
な
神
祠
で

現
在
も
地
元
の
人
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
神
社
の
立
地
は
、
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集
落
の
中
で
は
な
く
、
集
落
と
海
山
の
境
に
求
め
ら
れ
た
。
自
然
の

中
に
神
を
発
見
し
祀
っ
て
き
た
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ

の
神
社
創
建
伝
承
は
、
典
型
的
な
も
の
で
、
東
国
地
方
の
開
拓
が
進

み
、
稲
作
文
化
が
広
が
っ
て
行
く
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

さ
て
そ
こ
で
社
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
形
は
ど
の
様
な
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
福
山
敏
男
の
指
摘
す
る
よ
う
に
常
設
の
神
殿

は
未
だ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
万
葉
集
』
に
は
神
社
、

社
の
文
字
が
見
え
る
が
、
何
れ
も
「
も
り
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

哭
澤
の
神も

社り

に
み
わ
す
ゑ
祷
祈
め
ど
我
が
王
は
高
日
知
し
ぬ

（
巻
二
）

木
綿
懸
け
て
斎
く
こ
の
神も

社り

超
え
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
恋

の
繁
き
に
（
巻
七
）

山
科
の
石
田
の
社も

り

に
布
麻
置
か
ば
け
だ
し
吾
妹
に
直
に
逢
は

む
か
も
（
巻
九
）

こ
れ
ら
の
歌
は
、
神
祭
り
の
場
所
が
神
社
、
社
と
表
記
さ
れ
た
が
、

実
態
と
し
て
は
「
も
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
日
、

鎮
守
の
森
と
呼
ば
れ
る
空
間
を
意
味
し
て
い
て
、
常
設
の
社
殿
は
未

だ
な
い
状
況
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

神
々
を
祀
る
施
設
を
神
社
と
言
っ
て
い
る
が
、
神
社
と
い
う
言
葉

の
成
立
は
、
意
外
に
新
し
く
、
七
世
紀
後
半
に
律
令
の
編
纂
と
共
に

創
造
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
漢
語
で
神
々
の
事
は
天
神
地
祇
と

い
う
。
天
神
は
昊
天
上
帝
、
日
・
月
神
な
ど
を
意
味
し
、
地
祇
は
土

地
の
神
、
五
穀
の
神
、
山
や
海
の
神
な
ど
を
表
し
、
天
神
を
ま
つ
る

に
は
祀
、
地
祇
を
ま
つ
る
に
は
祭
と
区
別
し
て
使
用
す
る
。
こ
こ
か

ら
日
本
で
は
和
製
漢
語
、
天
神
を
ま
つ
る
天
社
、
地
祇
を
ま
つ
る
地

社
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
天
つ
神
に
対
し
て
国
つ
神
と
い
う
こ
と

か
ら
、
国
社
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
天
神
か
ら
神
社
、
地

祇
か
ら
祇
社
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』『
古
風
土
記
』
の
中
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
言
葉
の
中
か
ら
、
神
社
の
語
が
神
々
を
ま
つ
る
施
設
名
と
し

て
統
一
さ
れ
定
着
し
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

神
社
社
殿
の
成
立
も
こ
の
頃
で
、
仏
教
伝
来
以
後
、
仏
像
を
安
置

す
る
仏
殿
の
影
響
を
受
け
て
、
神
々
を
ま
つ
る
施
設
と
し
て
の
神
殿

が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
、
固
有
の
伝
統
的
な
建
築
様
式

を
復
古
的
に
用
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

畿
内
及
び
諸
国
に
詔
し
て
、
天
社
地
社
の
神
の
宮
を
修
理
せ

し
む
（『
天
武
天
皇
紀
』
十
年
）
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使
を
遣
わ
し
て
、
神
社
を
天
下
諸
国
に
修
造
せ
し
む
（『
続

日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
）

こ
れ
ら
神
社
修
造
の
記
事
は
、『
古
事
記
』
に
見
え
る
「
修
理
固
成
」

（
新
た
に
造
り
固
め
る
こ
と
）
に
通
じ
、
新
造
営
の
意
味
に
理
解
す

る
の
が
良
い
。
古
代
律
令
国
家
時
代
に
は
、
盛
ん
に
有
力
神
社
の
社

殿
が
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
残
さ
れ
た
神
社
建
築
で
最
古
の
も
の
は
、
京
都
の
宇
治
上
神

社
の
本
殿
で
平
安
末
期
の
造
営
、
拝
殿
は
鎌
倉
前
期
の
造
営
で
、
い

ず
れ
も
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
以
外
に
古
い
建
築
遺
構
は
残
っ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
神
社
の
特
徴
で
、
神
々
の
住
ま
い
は
常
に
清
々

し
く
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
修
造
や
立
替
を
行
う

こ
と
が
当
然
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

３
、
式
年
遷
宮
に
み
る
祭
祀
伝
統

神
社
の
祭
祀
伝
統
は
、
稲
の
生
産
暦
を
基
盤
に
発
達
し
て
き
た
。

従
っ
て
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
循
環
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
祭
り
は
、

祭
神
と
呼
ば
れ
る
神
霊
に
対
し
て
、
食
物
や
衣
料
を
供
え
て
、
命
を

支
え
る
五
穀
の
豊
作
を
願
い
感
謝
を
捧
げ
、
日
々
の
生
活
の
平
安
を

祈
る
行
為
で
あ
る
。
モ
リ
と
呼
ば
れ
る
聖
域
に
、
神
々
を
迎
え
て
、

御
馳
走
で
も
て
な
し
、
人
々
は
神
威
に
触
れ
る
こ
と
で
、
活
力
が
付

与
さ
れ
る
。
生
き
る
力
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

祭
り
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、徹
底
し
た
清
浄
が
求
め
ら
れ
た
。

海
の
潮
に
浄
め
の
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
田
畑
で
生
産

に
従
事
す
る
労
働
は
泥
ま
み
れ
に
な
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の

で
、
清
め
は
必
要
不
可
欠
で
も
あ
っ
た
。
モ
リ
の
中
に
あ
る
神
社
と

い
う
環
境
か
ら
は
、
掃
除
が
不
可
欠
で
あ
り
、
清
め
の
行
為
を
意
味

あ
る
も
の
と
し
て
発
展
さ
せ
た
。
激
し
い
風
雨
の
後
の
境
内
は
混
沌

の
極
み
で
、
掃
き
清
め
る
こ
と
に
よ
り
秩
序
が
回
復
さ
れ
る
。
清
ら

か
な
場
所
こ
そ
聖
域
に
相
応
し
い
と
し
て
、
清
流
の
傍
ら
に
立
地
す

る
神
社
も
多
数
あ
る
。
身
心
の
汚
れ
を
嫌
い
、
清
浄
を
尊
ぶ
と
こ
ろ

か
ら
、
正
直
に
価
値
を
置
く
倫
理
観
を
発
達
さ
せ
た
。

春
夏
秋
冬
の
四
季
が
明
確
に
循
環
す
る
環
境
の
中
で
、「
春
耕
秋

収
」
と
い
う
生
産
暦
が
根
付
き
、
稲
作
農
業
を
発
達
さ
せ
た
。
時
間

は
常
に
循
環
し
て
、
新
し
い
春
を
迎
え
て
、
新
た
な
生
産
が
始
ま
る
。

原
点
に
戻
り
新
た
な
時
が
刻
ま
れ
て
行
く
。
こ
う
し
た
循
環
構
造
が

古
儀
を
尊
ぶ
と
い
う
文
化
を
発
展
さ
せ
た
。
全
国
に
点
在
す
る
古
社

の
祭
り
に
そ
の
よ
う
な
世
界
観
が
生
き
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
伊

勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
を
具
体
例
と
し
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。
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伊
勢
神
宮
の
創
始
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
垂
仁
天
皇

二
十
五
年
と
伝
え
て
い
る
。「
時
に
天
照
大
御
神
、
倭
姫
命
に
誨
へ

て
曰
は
く
、
是
の
神
風
の
伊
勢
の
國
は
、
常
世
之
浪
重
浪
歸
す
る
國

な
り
。
傍
國
可
怜
國
な
り
。
是
の
國
に
居
ら
む
と
欲
ふ
と
の
た
ま
ふ
。

故
れ
、
大
神
の
敎
の
随
に
、
そ
の
祠
を
伊
勢
國
に
立
て
た
ま
ふ
。
因

り
て
斎
宮
を
五
十
鈴
の
川
上
に
興
つ
。
是
を
磯
宮
と
謂
ふ
。
則
ち
天

照
大
神
の
始
め
て
天
よ
り
降
り
ま
す
処
な
り
。」（『
垂
仁
天
皇
紀
』）

別
伝
に
よ
れ
ば
、
鎮
座
の
日
を
九
月
十
七
日
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の

日
は
神
宮
の
最
重
儀
で
あ
る
神
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
当
日
で
あ
る
。
以

来
、
神
宮
は
独
自
の
発
展
を
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

第
二
十
一
代
雄
略
天
皇
の
時
代
（
五
世
紀
）、
天
照
大
御
神
は
再

び
天
皇
に
神
託
さ
れ
て
「
吾
れ
一
所
の
み
坐
せ
ば
甚
苦
し
、
加
へ
る

に
以
て
大
御
饌
も
安
く
聞
こ
し
食
さ
ず
」（『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』）

と
述
べ
ら
れ
、
丹
波
国
よ
り
豊
受
大
神
が
迎
え
ら
れ
て
、
食
事
を
司

る
こ
と
に
な
る
。
外
宮
の
鎮
座
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
外
宮
の
神
域
に

御
饌
殿
が
設
け
ら
れ
、
日
々
の
食
事
を
天
照
大
御
神
及
び
相
殿
神
に

奉
る
祭
り
、
日
別
朝
夕
大
御
饌
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
伊
勢

神
宮
が
、
天
照
大
御
神
の
常
住
の
神
の
宮
と
位
置
付
け
ら
れ
て
ゆ
く

と
、
当
然
朝
夕
の
食
事
を
差
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
御
饌
津
神
に
よ
る
祭
り
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
神

饌
を
司
る
神
に
よ
る
神
供
で
あ
り
、
最
も
丁
重
な
形
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。

神
饌
を
調
理
す
る
の
は
忌
火
屋
殿
で
、こ
こ
で
毎
朝
浄
火
（
忌
火
）

を
鑚
り
御
飯
を
炊
ぎ
、
入
浜
式
塩
田
で
作
っ
た
御
塩
、
上
御
井
神
社

か
ら
汲
ん
だ
浄
水
を
供
え
る
。
食
器
は
「
か
わ
ら
け
」
と
呼
ば
れ
る

素
焼
き
の
土
器
で
、
そ
の
都
度
新
し
い
も
の
が
使
わ
れ
る
。

こ
の
約
二
百
年
後
、
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
）
に
式
年
遷
宮
が

始
ま
る
。
こ
の
制
度
は
第
四
十
代
天
武
天
皇
の
宿
願
に
よ
り
立
制
さ

れ
た
と
い
う
。「
二
所
太
神
宮
の
御
遷
宮
の
事
は
、
廿
年
に
一
度
、

応
に
遷
御
せ
し
め
奉
る
べ
し
、
宜
し
く
長
例
と
為
す
な
り
」（『
神
宮

諸
雑
事
記
』）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
二
年
後
に
外
宮
の
遷
宮

が
行
わ
れ
た
。
先
ず
内
宮
を
行
い
、
二
年
後
に
外
宮
と
い
う
の
が
決

ま
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
内
宮
を
中
心
に
話
を
進
め
て
行
く
。
式

年
遷
宮
と
は
、
敷
地
を
東
西
に
二
つ
設
け
、
二
十
年
に
一
度
、
社
殿
、

装
束
神
宝
の
一
切
を
新
し
く
造
り
替
え
て
、
新
造
さ
れ
た
社
殿
に
大

神
に
遷
っ
て
い
た
だ
く
祭
り
で
あ
る
。

神
宮
の
社
殿
は
、
唯
一
神
明
造
と
い
い
、
東
西
三
間
、
南
北
二
間

の
切
妻
平
入
の
高
床
式
の
建
物
で
あ
る
。
建
物
を
構
造
す
る
柱
は
、

礎
石
を
用
い
な
い
掘
立
柱
で
茅
葺
、
屋
根
に
千
木
・
鰹
木
を
載
せ
る
。

正
殿
の
中
央
真
下
に
心
御
柱
が
埋
納
さ
れ
て
い
る
。
心
御
柱
は
外
か
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ら
は
見
え
な
い
が
、
か
つ
て
は
こ
こ
に
向
か
っ
て
神
饌
が
供
え
ら
れ

た
。
社
殿
は
、
古
代
の
稲
蔵
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
仏
教
伝
来
以
降
、
大
御
神
に
相
応
し
い
住
ま
い
（
神
の
宮
）

と
し
て
、
復
古
的
に
創
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

住
ま
い
は
、
常
に
清
々
し
く
保
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、

二
十
年
に
一
度
造
替
し
大
御
神
に
遷
御
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た

の
だ
ろ
う
。
生
活
を
重
視
す
る
文
化
は
、
社
殿
を
装
飾
す
る
調
度
、

大
御
神
の
着
物
や
日
常
品
及
び
神
宝
（
紡
績
具
、
武
器
武
具
、
琴
）

の
一
切
を
新
造
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た
式
年
遷
宮
は
、
二
十
年
に
一
度
必
ず
行
わ

れ
て
、二
百
年
間
順
調
に
継
続
さ
れ
て
行
く
。
式
年
遷
宮
の
経
費
は
、

神
領
か
ら
の
神
税
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
神
税
が
足
ら
な
け
れ
ば
正
税

か
ら
支
出
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
律
令
国
家

の
仕
組
み
に
緩
み
が
生
じ
、
荘
園
の
増
大
な
ど
が
進
み
、
神
税
正
税

に
不
足
す
る
事
態
が
生
じ
て
き
た
。
二
十
一
回
式
年
遷
宮
か
ら
役
夫

工
米
と
い
う
臨
時
税
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
役
夫
と
は

造
営
工
事
に
携
わ
る
人
々
の
事
で
、
当
時
税
は
米
で
納
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
臨
時
税
は
、
内
裏
の
造
営
や
新
帝
即
位
に
伴
う
大
嘗
祭
の

み
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
式
年
遷
宮
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

以
後
、
役
夫
工
米
で
の
遷
宮
が
恒
例
と
な
る
が
、
第
二
十
六
回
遷

宮
か
ら
は
、
平
家
が
台
頭
し
武
家
が
政
治
の
中
枢
を
占
め
る
よ
う
に

な
り
、
や
が
て
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
な
る
。
そ
れ
で
も
源
頼
朝
の
敬

神
政
策
も
あ
り
、
不
安
定
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
体
制
で
の
遷
宮
が

第
四
十
回
ま
で
続
い
て
行
く
。
第
四
十
回
式
年
遷
宮
は
第
一
〇
二
代

後
花
園
天
皇
の
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

五
年
後
、
応
仁
の
乱
が
勃
発
し
て
、
京
都
が
十
年
以
上
に
亘
っ
て
戦

場
と
な
り
、
遷
宮
は
中
絶
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
式
年
遷
宮
が
中
絶
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
恒
例
祭
祀
が

途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
皇
室
国
家
か
ら
の
御
沙
汰
は
途
絶
し
て

も
、
神
宮
の
神
職
に
よ
り
、
転
倒
寸
前
の
社
殿
を
補
修
し
雨
露
を
凌

い
で
、
仮
殿
の
更
に
仮
殿
と
い
う
べ
き
儲
殿
を
造
営
し
て
、
祭
り
が

継
続
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
神
宮
の
恒
例
祭
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
現

在
、
伊
勢
神
宮
は
内
宮
・
外
宮
を
中
心
に
百
二
十
五
社
の
神
社
の
集

合
体
で
あ
り
、
こ
こ
で
年
間
一
五
〇
〇
回
を
超
え
る
祭
り
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
祭
り
の
中
で
、
古
来
最
も
大
事
と
さ
れ
て
き
た

の
は
、
三
節
祭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
旧
暦
九
月
の
神
嘗
祭
、
六
月
と

十
二
月
の
月
次
祭
で
あ
る
。
神
嘗
祭
に
は
そ
の
年
の
秋
に
収
穫
さ
れ

た
新
穀
が
お
供
え
さ
れ
、
二
度
の
月
次
祭
に
は
旧
穀
を
供
え
る
こ
と

に
な
る
。
祭
式
は
三
節
祭
ど
れ
も
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
新
穀
を
供
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え
る
こ
と
か
ら
神
嘗
祭
が
最
重
儀
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
外

宮
で
行
わ
れ
る
日
別
朝
夕
大
御
饌
祭
が
重
要
な
祭
り
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

神
嘗
祭
に
は
付
属
祭
が
あ
り
、
神
宮
神
田
に
て
四
月
に
神
田
下
種

祭
、
五
月
に
お
田
植
初
式
、
九
月
に
抜
穂
祭
が
古
式
の
ま
ま
に
行
わ

れ
、
つ
ま
り
水
田
耕
作
に
合
わ
せ
て
神
事
が
行
わ
れ
、
新
穀
が
収
穫

さ
れ
神
饌
の
御
料
と
さ
れ
る
。
こ
の
新
穀
で
御
飯
御
餅
が
作
ら
れ
、

御
酒
が
醸
さ
れ
、
伊
勢
志
摩
の
海
で
獲
れ
た
鰒
を
中
心
と
す
る
魚
介

で
調
理
さ
れ
た
「
由
貴
大
御
饌
」
が
夕
と
朝
と
二
回
供
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
勅
使
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
幣
帛
（
絹
・
麻
な
ど
）
が
供
え

ら
れ
国
家
平
安
が
祈
ら
れ
る
。

こ
の
神
嘗
祭
に
あ
わ
せ
て
、
二
十
年
一
度
の
式
年
勢
宮
も
行
わ
れ

て
き
た
の
だ
。
古
く
式
年
遷
宮
は
、神
嘗
祭
の
当
日
行
わ
れ
て
き
た
。

戦
国
時
代
に
入
り
治
安
が
乱
れ
、
式
年
勢
宮
を
行
う
た
め
の
資
金
が

集
ま
ら
な
く
な
り
、
社
殿
が
雨
漏
し
転
倒
の
恐
れ
が
出
て
も
、
神
宮

の
神
職
限
り
に
て
、
何
と
か
工
夫
を
し
て
恒
例
祭
は
続
け
ら
れ
た
。

そ
こ
で
平
和
の
兆
し
が
現
れ
て
く
る
と
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
の

寄
進
や
伊
勢
在
住
の
慶
光
院
上
人
と
呼
ば
れ
る
尼
僧
の
諸
国
勧
進
の

結
果
、
百
二
十
四
年
後
の
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
第
四
十
一
回

式
年
遷
宮
が
再
興
さ
れ
、
内
宮
は
十
月
十
三
日
、
外
宮
は
十
月
十
五

日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
再
興
以
来
、
外
宮
も
同
年
に
遷
宮
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

第
四
十
二
回
式
年
遷
宮
以
降
は
、
徳
川
幕
府
の
寄
進
に
よ
り
、
明

治
維
新
よ
り
後
は
国
庫
か
ら
の
支
出
に
よ
り
二
十
年
に
一
度
の
式
年

勢
宮
は
古
式
の
ま
に
ま
に
行
わ
れ
て
き
た
。
戦
後
は
政
教
分
離
を
原

則
と
す
る
日
本
国
憲
法
が
制
定
施
行
さ
れ
、
国
家
管
理
を
離
れ
た
神

宮
は
宗
教
法
人
と
な
っ
た
が
、
国
民
奉
賛
と
い
う
形
で
式
年
遷
宮
は

続
け
ら
れ
て
い
る
。
戦
国
期
に
百
二
十
三
年
間
中
絶
し
た
為
、
こ
の

間
に
古
儀
が
損
な
わ
れ
た
の
で
、
徐
々
に
復
興
し
て
行
く
。
幕
府
は

「
遷
宮
条
目
」（
全
五
条
）
を
定
め
、
そ
の
第
一
条
で
「
古
法
を
守
り

新
儀
を
企
て
ざ
る
様
、
堅
く
申
し
付
く
べ
き
事
」
と
基
本
方
針
を
示

し
て
い
る
。

二
十
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
に
は
、
大
量
の
檜
材
を
消
費
す
る
。
し

か
も
樹
齢
二
百
年
を
超
え
た
大
径
木
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
御
用
材

の
確
保
は
難
し
く
、
御
杣
山
が
伊
勢
か
ら
段
々
遠
く
の
地
に
求
め
ら

れ
た
歴
史
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
一
方
で
植
林
文
化
を
発

達
さ
せ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
神
話
で
は
樹
種
を
蒔
い
た
の
は
、

素
戔
嗚
尊
と
そ
の
御
子
五
十
猛
命
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

明
治
時
代
に
な
り
第
五
十
七
回
式
年
遷
宮
の
時
、
御
用
材
の
確
保

が
難
し
く
な
り
、
掘
立
柱
の
工
法
を
改
め
よ
う
と
し
た
。
コ
ン
ク
リ
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ー
ト
で
基
礎
を
固
め
れ
ば
、
二
百
年
の
耐
用
年
数
と
な
り
、
こ
の
間

に
檜
木
の
育
成
が
可
能
に
な
る
と
、
明
治
天
皇
の
裁
可
を
得
よ
う
と

し
た
が
、
祖
宗
建
国
の
姿
を
知
ら
し
む
べ
し
と
改
正
を
お
許
し
に
な

ら
な
か
っ
た
。「
昔
の
て
ぶ
り
」
を
厳
守
し
て
、
一
方
で
備
林
を
整

備
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
高
い
御
見
識
と
拝
察
す
る
の

で
あ
る
。

最
後
に
神
宝
装
束
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
置
く
。
社
殿
を
造
替
す

る
だ
け
で
な
く
、
神
宝
や
装
束
も
造
替
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ

た
が
、
古
代
に
は
太
政
官
に
「
営
造
神
宝
装
束
使
」（
略
し
て
「
造

神
宝
使
」）
が
任
命
さ
れ
、
神
宝
や
調
度
の
品
々
は
、
京
都
に
て
蓄

積
さ
れ
た
高
い
技
術
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
。
制
作
に
あ
た
っ
て
本
様

使
と
い
う
古
儀
を
守
る
制
度
が
あ
っ
た
。
正
殿
の
中
に
納
め
ら
れ
大

御
神
の
御
用
に
供
し
た
神
宝
装
束
類
は
、
新
正
殿
に
大
御
神
が
遷
御

さ
れ
た
後
、
遷
御
の
翌
日
に
「
古
物
渡
」
が
行
わ
れ
、
新
造
さ
れ
た

西
宝
殿
に
移
さ
れ
る
。
こ
こ
で
次
の
遷
宮
ま
で
二
十
年
間
保
存
さ
れ

る
。
造
神
宝
使
は
、
本
様
使
を
伊
勢
に
遣
わ
し
て
、
西
宝
殿
に
納
め

ら
れ
た
旧
神
宝
装
束
を
実
見
し
寸
法
を
執
り
、
同
じ
も
の
を
制
作
す

る
。丹

精
込
め
て
制
作
さ
れ
た
神
宝
装
束
は
、
天
皇
の
叡
覧
に
供
し
、

道
中
お
祓
い
を
し
な
が
ら
伊
勢
に
運
び
、
遷
御
の
直
前
「
御
装
束
神

宝
読
合
」
を
行
い
、
現
品
と
目
録
の
突
合
せ
を
行
い
、
川
原
大
祓
の

後
に
神
前
に
納
め
ら
れ
る
。

社
殿
と
同
様
、
千
三
百
年
前
の
最
初
に
行
わ
れ
た
遷
宮
と
同
じ
神

宝
装
束
が
製
作
さ
れ
納
め
ら
れ
る
仕
組
み
が
こ
こ
に
あ
る
。
因
み
に

平
成
二
十
五
年
に
行
わ
れ
た
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
に
は
、
装
束
類

は
五
二
五
種
一
〇
八
五
点
、
神
宝
は
、
一
八
九
種
四
九
一
点
で
あ
り
、

日
本
の
生
活
文
化
の
万
般
に
渡
る
も
の
で
、
古
く
か
ら
の
様
々
な
技

術
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

４
、
大
嘗
祭
の
伝
統
と
意
義

神
話
伝
承
に
起
源
が
示
さ
れ
た
通
り
、歴
代
天
皇
は
「
敬
神
第
一
」

に
祭
祀
を
厳
守
さ
れ
て
き
た
。
第
三
十
三
代
推
古
天
皇
は
、
摂
政
を

務
め
た
聖
徳
太
子
と
共
に
仏
教
興
隆
政
策
を
進
め
た
こ
と
で
有
名
で

あ
る
が
、
神
祇
祭
祀
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詔
し
て
い
る
。「
朕
聞

く
、
曩
者
、
我
が
皇
祖
天
皇
等
の
世
を
宰
め
た
ま
へ
る
こ
と
、
天
に

跼
り
地
に
蹐
し
て
、
孰
く
神
祇
を
禮
ひ
、
周
く
山
川
を
祠
り
、
幽
か

乾
坤
に
通
は
す
。
是
を
以
て
、
陰
陽
開
け
和
ひ
、
造
化
共
に
調
へ
り
。

今
朕
が
世
に
當
り
て
、
神
祇
を
祭
祀
る
こ
と
、
豈
怠
有
ら
む
や
。
故

れ
群
臣
共
に
爲
に
心
を
竭
し
て
、
宜
し
く
神
祇
を
拜
ひ
ま
つ
る
べ
し
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と
。」（『
推
古
天
皇
紀
』）
仏
教
興
隆
策
を
推
進
し
な
が
ら
も
、
神
事

優
先
の
伝
統
は
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
る
。

第
三
十
六
代
孝
徳
天
皇
は
、
大
化
の
改
新
を
推
進
し
古
代
律
令
国

家
樹
立
の
基
礎
を
固
め
ら
れ
た
が
、
側
近
に
「
上
古
の
優
れ
た
天
皇

の
業
績
を
基
に
天
下
を
治
め
た
い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
、
治
め
る

方
法
を
問
い
か
け
る
。
す
る
と
蘇
我
石
川
麻
呂
大
臣
が
「
先
づ
以
て

神
祇
を
祭
鎮
め
て
、然
し
て
後
に
應
に
政
事
を
議
る
べ
し
と
。」（『
孝

徳
天
皇
紀
』）
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
神
事
優
先
の
伝
統
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

歴
代
天
皇
が
最
も
大
事
に
し
て
き
た
の
が
新
嘗
祭
で
あ
る
。
新
嘗

祭
の
起
源
は
、
高
天
原
で
天
照
大
御
神
が
稲
作
を
行
い
、
新
嘗
を
行

わ
れ
て
い
る
処
に
求
め
ら
れ
る
。
須
佐
之
男
命
が
こ
の
新
嘗
を
行
う

新
し
い
宮
に
汚
物
を
撒
き
散
し
、
神
衣
を
織
る
斎
服
殿
の
屋
根
か
ら

馬
を
投
げ
入
れ
る
と
い
う
凄
ま
じ
い
悪
戯
を
行
い
、
つ
い
に
天
照
大

御
神
は
岩
屋
戸
に
籠
っ
て
し
ま
う
。
新
嘗
祭
へ
の
妨
害
は
、
秩
序
破

壊
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
地
上
の
稲
作
は
、天
孫
降
臨
に
際
し
、

稲
穂
を
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
。
故
に
稲
作
と
そ
の
収
穫
儀

礼
と
し
て
の
新
嘗
祭
は
、神
代
由
来
の
神
事
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

新
嘗
の
祭
り
は
、民
間
で
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で『
万
葉
集
』（
巻

十
四
・
東
歌
）
に
、
新
嘗
を
行
う
た
め
に
女
性
が
家
に
籠
り
神
事
を

行
う
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
、「
新

粟
初
嘗
」
の
た
め
に
家
に
籠
り
神
事
を
行
う
処
に
、
祖
神
が
訪
ね
て

く
る
と
い
う
伝
承
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
断
片
か
ら
、
民
間

で
も
新
嘗
の
神
事
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

日
本
最
初
の
都
市
が
出
現
し
た
大
和
の
三
輪
山
山
麓
に
位
置
す
る

纒
向
遺
蹟
（
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
前
半
）
は
、
古
伝
承
の
纏
向

珠
城
宮
（
垂
仁
天
皇
）
纏
向
日
代
宮
（
景
行
天
皇
）
の
都
が
置
か
れ

た
と
こ
ろ
で
、
最
古
の
前
方
後
円
墳
の
所
在
地
で
あ
る
。
応
神
天
皇

の
叔
母
の
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
が
箸
で
蔭
を
突
い
て
死
ん
だ
と
伝
え

る
箸
墓
古
墳
の
所
在
地
で
も
あ
る
。
古
代
王
権
に
深
く
関
わ
る
地
域

と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
が
、
こ
こ
か
ら
祭
祀
に
関
わ
る
建
物
遺

構
や
祭
事
終
了
後
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
遺
物
が
大
量
に
発
掘
さ

れ
て
い
る
。
遺
物
の
内
容
か
ら
稲
を
脱
穀
し
炊
飯
し
て
供
え
て
共
食

す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
。
岡
田
荘
司
は
「
共
同
体
に
お
け

る
新
嘗
の
淵
源
は
弥
生
時
代
ま
で
遡
る
と
思
わ
れ
る
が
、
体
系
的
な

新
嘗
は
纏
向
に
開
花
し
た
と
み
ら
れ
る
。」
と
推
定
し
て
い
る
。
現

代
に
続
く
新
嘗
祭
の
源
流
は
、
三
世
紀
後
半
に
ま
で
遡
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
祭
祀
伝
統
を
基
に
し
て
、
八
世
紀
初
め
に
古
代
律
令
祭

祀
が
成
立
し
て
く
る
。
律
令
祭
祀
は
、
大
和
の
古
社
や
伊
勢
神
宮
で
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行
う
祭
祀
、
全
国
の
神
社
に
幣
帛
（
絹
麻
な
ど
）
を
供
え
る
た
め
の

祈
年
祭
な
ど
の
班
幣
祭
祀
、
都
城
の
平
穏
を
祈
る
祭
祀
、
天
皇
が
親

祭
す
る
新
嘗
祭
な
ど
の
祭
祀
、
六
月
・
十
二
月
に
行
わ
れ
る
大
祓
と

天
皇
の
即
位
儀
礼
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
一
般
行
政
を
行
う
太
政

官
に
対
し
て
、
神
祇
行
政
を
担
う
神
祇
官
が
置
か
れ
、
こ
れ
ら
の
神

祇
令
に
定
め
る
国
家
祭
祀
全
般
を
担
っ
た
。

古
代
律
令
祭
祀
の
特
徴
は
、唐
の
律
令（
祠
令
）に
学
び
な
が
ら
も
、

固
有
の
神
祭
り
の
伝
統
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
祈
年
祭
は

律
令
祭
祀
の
確
立
と
共
に
始
め
ら
れ
た
国
家
祭
祀
で
あ
る
が
、
神
名

帳
と
い
う
全
国
神
社
の
リ
ス
ト
（『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
三
、一
三
二

座
の
神
々
）
を
作
成
し
、
各
神
社
の
神
主
・
祝
部
に
上
京
し
て
も
ら

い
、
神
祇
官
に
て
国
家
か
ら
の
幣
帛
を
班
け
る
祭
祀
を
行
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
頃
、
全
国
に
は
た
く
さ
ん
の
神
社
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
や
氏
族
の
崇
敬
を
得
て
い
た
、
そ
れ
ら
の
神
社
に
春
二
月
に

班
幣
祭
祀
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
幣
帛
を
持
ち
帰
り
、
神
前
に
供
え
て

豊
作
を
祈
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
繁
栄
、
国
民
の
平
安
は
、
豊

作
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
在
地
も
し
く
は
各
氏
族
の
信

仰
を
尊
重
し
、
こ
の
よ
う
な
班
幣
祭
祀
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
で
あ
る
大
嘗
祭
を
神
祇
令
に
定
め
て
い

る
こ
と
で
、
神
祭
り
の
伝
統
は
皇
位
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
天
皇
位
に
即
き
た
ま
は
ば
、
惣
て
天
神

地
祇
を
祭
れ
。」
と
あ
り
、更
に
「
凡
大
嘗
は
、世
毎
に
一
年
な
る
は
、

国
司
行
事
せ
よ
。
以
外
は
年
毎
に
所
司
行
事
せ
よ
。」
と
あ
る
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
毎
年
の
新
嘗
祭
の
伝
統
の
う
え
に
、
即
位
儀
礼
と
し

て
の
大
嘗
祭
が
成
立
し
、
そ
の
行
事
を
取
り
仕
切
る
の
は
国
司
と
し

た
。
毎
年
の
新
嘗
祭
（
神
祇
令
で
は
大
嘗
と
記
す
）
は
所
司
で
あ
る

神
祇
官
が
行
事
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
即
位
儀
礼
と
し
て
の
大
嘗
祭
は
、
天
武
・
持
統
天
皇
の
時
代

に
確
立
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮

の
立
制
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
は
古
代
律
令
の
確

立
期
で
唐
の
制
度
や
新
技
術
、
文
物
及
び
仏
教
文
化
が
輸
入
さ
れ
、

皇
室
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
国
家
の
国
造
り
の
最
中
で
あ
っ
た
。

日
本
固
有
文
化
や
神
祭
り
に
も
自
覚
や
反
省
が
起
こ
り
、
伝
統
に
基

づ
き
新
た
な
試
み
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
大
き
な
変
革
期
を
迎
え

て
、
日
本
文
化
の
原
点
を
顧
み
て
、
固
有
の
伝
統
を
自
覚
し
た
結
果
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
の
立
制
、

即
位
大
嘗
祭
の
創
生
な
ど
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
か
ら
の
新
嘗
祭
の
伝
統
か
ら
、
即
位
大
嘗
祭
が
成
立
し
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
を
説
明
し
た
い
。
毎
年
行
わ
れ
る
新
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嘗
祭
は
、
皇
室
の
御
領
で
あ
る
御
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た
お
米
で
御
飯

や
御
酒
を
調
製
し
て
供
え
る
。
こ
れ
に
対
し
即
位
大
嘗
祭
で
は
、
都

を
中
心
に
日
本
列
島
の
東
を
悠
紀
地
方
、
西
を
主
基
地
方
と
し
て
、

悠
紀
国
、
主
基
国
を
卜
定
し
て
斎
田
を
決
め
、
こ
こ
で
稲
作
を
行
う
。

こ
れ
を
国
郡
卜
定
と
い
う
。
す
べ
て
国
司
の
管
理
下
で
稲
作
が
行
わ

れ
、
神
供
の
お
米
が
栽
培
さ
れ
る
。
八
月
に
は
大
祓
使
が
諸
国
に
遣

わ
さ
れ
、
国
の
大
祓
が
行
わ
れ
国
中
が
清
め
ら
れ
、
天
神
地
祇
に
奉

幣
が
行
わ
れ
て
、
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
旨
奉
告
さ
れ
る
。
大
嘗
祭
が

国
家
規
模
の
祭
祀
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

収
穫
の
秋
を
迎
え
る
九
月
に
は
両
国
に
抜
穂
使
が
遣
わ
さ
れ
、
抜

穂
が
行
わ
れ
新
穀
を
都
へ
持
ち
帰
る
。

十
月
天
皇
は
、
川
原
に
行
幸
し
て
御
禊
を
行
い
、
心
身
を
清
め
ら

れ
る
。
平
安
時
代
の
御
禊
は
、
皇
太
子
や
公
卿
を
は
じ
め
と
す
る
官

人
一
五
〇
〇
名
が
供
奉
す
る
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

十
一
月
に
入
る
と
祭
場
と
な
る
大
嘗
宮
の
建
設
が
行
わ
れ
る
。『
貞

観
儀
式
』
に
よ
る
と
、
大
嘗
宮
は
、
大
内
裏
の
朝
堂
院
と
呼
ば
れ
る

政
府
機
構
の
立
ち
並
ぶ
場
所
に
立
て
ら
れ
た
。
朝
堂
院
の
政
庁
で
あ

る
大
極
殿
ま
え
の
広
場
で
あ
る
。祭
の
行
わ
れ
る
七
日
前
か
ら
悠
紀
・

主
基
両
国
の
人
々
が
上
京
し
て
工
事
に
当
た
り
、
五
日
間
で
完
成
さ

せ
た
。
瓦
葺
の
豪
壮
な
中
国
風
の
建
築
群
が
立
ち
並
ぶ
広
場
に
、
以

下
の
よ
う
な
素
朴
な
祭
場
が
設
け
ら
れ
た
。

大
嘗
宮
は
、
祭
場
と
な
る
悠
紀
殿
、
主
基
殿
と
、
天
皇
が
潔
斎
を

さ
れ
る
廻
立
殿
か
ら
な
る
。
悠
紀
殿
、
主
基
殿
は
、
黒
木
の
柱
、
茅

葺
、
屋
根
に
千
木
・
鰹
木
を
の
せ
、
壁
に
は
蓆
を
張
り
、
床
は
土
間

形
式
で
あ
っ
た
が
、平
安
時
代
後
期
か
ら
床
を
張
る
構
造
に
な
っ
た
。

悠
紀
殿
、
主
基
殿
と
も
に
東
西
二
間
、
南
北
五
間
で
、
内
部
は
二
部

屋
に
別
れ
、
奥
の
三
間
の
部
屋
が
室
（
内
陣
）
で
、
手
前
が
堂
（
外

陣
）
と
呼
ば
れ
た
。
大
嘗
祭
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
る
と
、
こ
の
大
嘗

宮
は
直
に
破
却
さ
れ
お
焚
き
上
げ
さ
れ
た
。

大
嘗
祭
は
十
一
月
下
卯
日
（
も
し
く
は
中
卯
）
行
わ
れ
る
。
前
日

に
は
天
皇
の
御
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
鎮
魂
祭
が
行
わ
れ
る
。
当
日
酉

刻
（
午
後
五
時
～
七
時
）
内
陣
に
神
座
が
準
備
さ
れ
、
灯
籠
に
火
が

入
れ
ら
れ
る
。
神
座
は
二
つ
あ
り
、
第
一
の
神
座
は
寝
座
で
あ
り
、

坂
枕
、
衾
が
置
か
れ
る
。
そ
の
傍
ら
に
第
二
の
神
座
（
短
畳
）
が
設

け
ら
れ
、
そ
の
前
に
天
皇
の
御
座
が
敷
か
れ
る
。

戌
刻
（
午
後
七
時
か
ら
九
時
）
天
皇
は
、
廻
立
殿
に
入
り
御
湯
を

浴
び
て
清
め
、御
祭
服
を
著
け
ら
れ
る
。
御
祭
服
は
純
白
の
束
帯
で
、

幞
頭
と
い
う
冠
で
あ
る
。
準
備
が
整
う
と
廻
立
殿
か
ら
悠
紀
殿
に
渡

御
に
な
る
。
大
臣
に
先
導
さ
れ
、
菅
葢
を
か
ざ
し
、
葉
薦
の
上
を
歩

ま
れ
て
進
む
。
天
皇
が
歩
む
に
つ
れ
て
葉
薦
を
敷
き
延
べ
、
進
む
に
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従
っ
て
巻
き
上
げ
て
行
く
。
天
皇
が
悠
紀
殿
の
外
陣
に
着
く
と
古
風

（
国
栖
の
人
等
が
奏
す
る
歌
）、
国
風
（
悠
紀
・
主
基
地
方
の
風
俗
歌
）

な
ど
が
奏
さ
れ
る
。

亥
一
刻
（
午
後
九
時
頃
）
準
備
さ
れ
て
い
た
神
饌
が
行
列
を
組
ん

で
、
膳
舎
か
ら
悠
紀
殿
に
運
ば
れ
る
。
神
饌
行
立
の
列
が
悠
紀
殿
に

着
く
と
、
天
皇
は
外
陣
か
ら
内
陣
に
入
ら
れ
、
神
座
に
相
対
す
る
御

座
に
着
か
れ
る
。
御
座
は
や
や
東
南
を
向
い
て
い
て
、
神
座
の
背
後

は
伊
勢
神
宮
の
方
向
と
な
る
。
天
皇
は
御
座
に
着
か
れ
る
と
、
先
ず

采
女
の
介
添
え
で
御
手
水
を
行
う
。
そ
の
後
、
神
座
の
ま
え
に
神
膳

を
供
え
る
神
食
薦
、
御
座
の
ま
え
に
御
食
薦
が
敷
か
れ
る
。

天
皇
は
陪
膳
采
女
、
後
取
采
女
の
補
助
に
よ
り
、
準
備
さ
れ
た
神

饌
を
お
供
え
に
な
る
。
神
饌
は
窪
手
と
い
う
柏
葉
で
出
来
た
箱
に
納

め
ら
れ
、
や
は
り
柏
葉
で
出
来
た
丸
皿
に
、
天
皇
自
ら
御
箸
で
取
り

分
け
ら
れ
、
陪
膳
采
女
を
介
し
て
、
神
前
の
神
食
薦
の
上
に
並
べ
ら

れ
る
。
お
米
と
粟
の
御
飯
、
鮮
物
（
鯛
・
烏
賊
・
鮑
・
鮭
の
切
身
）

干
物
（
干
鯛
・
堅
魚
・
蒸
鮑
・
干
鯵
）、
御
菓
子
（
干
柿
・
搗
栗
・

生
栗
・
干
棗
）・
鮑
汁
漬
・
海
藻
汁
漬
・
白
酒
黒
酒
・
お
米
と
粟
の

粥
と
続
く
。
こ
の
神
膳
を
と
と
の
え
る
作
法
に
約
一
時
間
半
か
か
る

と
い
う
。
そ
の
後
「
国
安
か
れ
民
安
か
れ
」
と
祈
ら
れ
、
称
唯
低
頭

さ
れ
拍
手
、
神
に
備
え
た
も
の
と
同
じ
御
飯
と
白
酒
黒
酒
を
召
し
上

が
ら
れ
る
。
神
人
共
食
で
あ
る
。
称
唯
と
は
、「
お
お
」
と
発
声
し
、

目
上
の
者
へ
の
返
答
の
所
作
で
あ
る
。
ま
さ
に
天
照
大
御
神
の
神
勅

の
対
す
る
御
返
答
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

亥
四
刻
（
午
後
十
時
半
頃
）、
撤
饌
、
再
び
御
手
水
が
あ
り
悠
紀

殿
の
儀
は
滞
り
な
く
終
了
す
る
。
天
皇
は
廻
立
殿
に
帰
り
、
再
び
湯

を
浴
び
ら
れ
、
新
し
い
御
祭
服
を
著
け
ら
れ
て
、
主
基
殿
の
儀
に
望

ま
れ
る
。

寅
一
刻
（
午
前
三
時
頃
）
か
ら
、
悠
紀
殿
の
儀
と
全
く
同
様
の
神

膳
作
法
を
繰
り
返
す
。
そ
し
て
辰
日
卯
一
刻
頃
（
午
前
五
時
頃
）
す

べ
て
の
祭
事
を
終
え
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
大
嘗
祭
も
基
本
的
に
は
、
同
様
の
次
第
作
法
で
行
わ
れ
て

い
る
。
古
来
か
ら
の
新
嘗
祭
を
基
礎
に
天
武
朝
に
始
ま
っ
た
即
位

大
嘗
祭
は
、
そ
の
後
御
歴
代
の
即
位
に
当
た
っ
て
必
ず
行
わ
れ
た

が
、
第
一
〇
三
代
土
御
門
天
皇
の
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
大
嘗

祭
を
境
に
断
絶
し
て
し
ま
う
。
翌
年
、
応
仁
の
乱
が
勃
発
し
京
の
都

が
十
年
以
上
戦
場
に
な
り
、
治
安
は
極
度
に
悪
化
し
、
戦
国
乱
世
の

時
代
に
な
っ
て
行
く
。
以
後
、
第
一
〇
四
代
後
柏
原
天
皇
か
ら
九
代

二
二
一
年
間
、
大
嘗
祭
は
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
状
態
が
続
く
。
し

か
し
、
御
歴
代
の
神
々
へ
の
信
頼
と
「
廃
れ
た
る
を
興
す
」
強
い
意

思
と
に
よ
っ
て
、
第
一
一
三
代
東
山
天
皇
の
御
即
位
に
当
た
り
、
大
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嘗
祭
は
復
興
し
、
次
代
の
中
御
門
天
皇
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
桜

町
天
皇
の
時
に
再
復
興
し
て
、
今
日
の
今
上
陛
下
の
大
嘗
祭
に
至
っ

て
い
る
。

新
帝
が
即
位
す
る
と
、
秋
の
収
穫
を
待
っ
て
必
ず
大
嘗
祭
が
行
わ

れ
て
来
た
。
新
嘗
祭
を
基
盤
に
成
立
し
た
大
嘗
祭
を
御
歴
代
が
繰
り

返
し
行
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
七
世
紀
後
半
の
祭
式
次
第
・
作
法
所

作
の
祖
型
を
反
復
し
て
そ
の
祭
に
込
め
ら
れ
た
心
を
伝
え
て
い
る
。

む
す
び

七
世
紀
半
、
蘇
我
氏
が
強
大
な
権
力
を
握
り
、
皇
室
の
統
治
に
挑

戦
し
、
崇
峻
天
皇
の
弑
逆
、
聖
徳
太
子
一
族
の
滅
亡
な
ど
不
安
定
な

国
情
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
大
陸
で
は
随
・
唐
が
国
内
を
統
一
し

て
強
大
国
家
と
な
り
、
朝
鮮
半
島
の
国
々
は
不
安
定
と
な
る
。
日
本

へ
の
仏
教
伝
来
は
こ
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
中
大
兄
皇
子
、
中
臣

鎌
足
は
連
携
し
て
蘇
我
氏
を
滅
亡
さ
せ
、
皇
室
を
中
心
と
す
る
中
央

集
権
国
家
確
立
へ
の
動
き
を
活
発
さ
せ
る
。
大
化
の
改
新
と
呼
ば
れ

る
改
革
運
動
で
、
こ
れ
ま
で
の
豪
族
に
よ
る
合
議
政
治
で
は
な
く
、

公
地
公
民
制
、
国
郡
制
、
班
田
収
授
の
法
、
租
庸
調
と
い
う
税
制
な

ど
国
家
の
仕
組
み
を
根
本
的
に
変
え
て
行
く
大
改
革
で
あ
っ
た
。
こ

の
間
に
隣
国
百
済
再
興
の
た
め
、
半
島
の
白
村
江
に
兵
を
送
り
、
唐
・

新
羅
連
合
軍
と
戦
い
完
敗
し
て
し
ま
う
。
国
防
の
危
機
で
あ
る
と
共

に
、
国
家
意
識
は
当
然
昂
揚
し
た
に
違
い
な
い
。
危
機
意
識
は
、
大

宝
元
年
に
大
宝
律
令
の
施
行
と
な
り
、
古
代
律
令
国
家
は
確
立
し
、

改
新
の
政
治
は
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
永
続
発
展
の

基
盤
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
神
宮
の
式
年
遷
宮
が
始
ま
り
、
即
位
大
嘗
祭
も
整
備

さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
天
武
天
皇
の
御
意
思
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
律
令
祭
祀
を
整
備
す
る
中
で
、固
有
の
伝
統
が
顧
み
ら
れ
、

国
家
儀
礼
と
し
て
再
編
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
神
宮
の
式
年
遷
宮

も
天
皇
の
即
位
大
嘗
祭
も
、
そ
れ
ら
の
祭
祀
を
支
え
る
毎
年
恒
例
の

祭
祀
に
支
え
ら
れ
て
、
七
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
時
の
形
（
祭
式
作

法
）
そ
の
ま
ま
に
祖
型
を
反
復
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
神
話

伝
承
は
祭
祀
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
現
在
に
蘇
っ
て
い
る
と
言
っ
て

も
良
い
だ
ろ
う
。
神
話
が
伝
え
る
国
家
理
想
（
天
壌
無
窮
の
発
展
）

が
そ
の
都
度
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皇
室
や
神
宮
の
祭
祀
伝
統
か
ら
類
推
す
れ
ば
各
神
社
の
創
祀
、
発

展
の
経
緯
も
凡
そ
想
像
で
き
る
。
祭
祀
を
主
宰
す
る
氏
族
、
地
域
社

会
の
発
展
に
応
じ
て
、
素
朴
な
森
の
中
の
祭
祀
形
態
か
ら
、
社
殿
が

造
営
さ
れ
、
経
済
発
展
に
伴
い
、
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
神
社
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の
場
合
、
原
初
の
形
を
尊
び
、
そ
れ
を
残
し
継
続
さ
せ
て
い
る
。
未

だ
に
社
殿
を
持
た
な
い
神
社
も
あ
る
。

宗
教
の
違
う
異
民
族
の
侵
略
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
固
有
の

信
仰
を
断
絶
す
る
こ
と
な
く
緩
や
か
に
発
展
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で

も
あ
ろ
う
。
政
治
対
立
や
戦
争
に
よ
っ
て
、
廃
さ
れ
た
神
社
は
、
殆

ど
無
い
。
同
じ
宗
教
意
識
を
共
有
し
て
い
る
た
め
、
そ
う
し
た
行
為

と
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。
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